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明
治
期
慶
應
義
塾
へ
の
朝
鮮
留
学
生
（
二
）

 

姜
兌

・
西
沢
直
子　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

前
号
に
掲
載
し
た
「
明
治
期
慶
應
義
塾
へ
の
朝
鮮
留
学
生
（
一
）」（『
近
代
日
本
研
究
』
三
一
）
で
は
、
慶
應
義
塾
の
学
事
関
係

資
料
お
よ
び
『
大
韓
帝
國
官
員
履
歴
書
』
に
み
ら
れ
る
朝
鮮
留
学
生
に
関
す
る
情
報
を
紹
介
し
た
。
学
事
関
係
資
料
は
、
入
学
時

の
記
録
で
あ
る
『
慶
應
義
塾
入
社
帳
』
と
成
績
表
で
あ
る
『
慶
應
義
塾
学
業
勤
惰
表
』
か
ら
、
留
学
生
の
出
身
地
や
父
兄
の
氏
名
、

年
齢
、
入
学
年
月
、
在
学
時
の
ク
ラ
ス
等
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た
。『
大
韓
帝
國
官
員
履
歴
書
』
か
ら
は
、
慶
應
義
塾
へ
留
学

し
た
学
生
た
ち
の
、
日
本
で
の
就
学
就
職
状
況
お
よ
び
帰
国
後
の
情
報
を
掲
げ
た
。
詳
し
く
は
前
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
朝
鮮
国
の
ち
大
韓
帝
国
の
駐
日
公
使
館
関
係
の
文
書
類
の
う
ち
、「
駐
日
來
去
案
」
中
の
「
駐
日
來
案
一
」
か
ら
、

慶
應
義
塾
へ
留
学
し
た
学
生
た
ち
の
入
学
後
の
消
息
を
示
す
記
事
（
Ⅰ
）
と
、
慶
應
義
塾
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
評
議
員
会
の

議
事
録
中
に
み
ら
れ
る
、
朝
鮮
か
ら
の
留
学
生
に
関
わ
る
記
事
（
Ⅱ
）
を
紹
介
す
る
。

近
代
日
本
研
究
第
三
十
二
巻

(

二
〇
一
五
年)

資
料
紹
介
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前
者
の
「
駐
日
來
去
案
」
は
、
現
在
韓
国
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
奎
一
八
○
六
○
）。
同

研
究
院
の
史
料
解
題
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
（
高
宗
二
十
四
）
年
か
ら
一
九
○
五
（
光
武
九
）
年
ま
で
に
、
本
国
外
部
と
駐
日
公

使
館
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
申
呈
、
訓
令
、
指
令
、
報
告
書
、
申
覆
な
ど
の
文
書
を
、
外
部
で
収
集
し
冊
子
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
全
十
二
冊
で
、
各
冊
に
付
さ
れ
た
表
題
は
少
し
ず
つ
異
な
り
、
内
容
も
原
本
だ
け
を
集
め
た
簿
冊
も
あ
れ
ば
、
大
部
分

が
公
文
の
謄
録
で
あ
る
簿
冊
も
あ
る
。
十
二
冊
は
年
代
別
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
簿
冊
間
で
重
複
が
あ
り
、
ま
た
表

題
に
示
さ
れ
て
い
る
年
代
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。

　
「
駐
日
來
去
案
」
の
中
に
は
、
一
八
九
五
（
開
国
五
○
四
、
明
治
二
十
八
）
年
五
月
に
来
日
し
た
、
慶
應
義
塾
へ
の
留
学
生
た
ち

の
「
保
護
」
に
関
す
る
「
駐

日
本
公
使
事
務
署
理
」
か
ら
外
部
宛
の
「
申
」
書
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
日
本
へ
の
留
学
生
に
関

わ
る
申
呈
、
訓
令
、
報
告
、
申
覆
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
駐
日
來
案
一
」
と
あ
る
簿
冊
の
中
か
ら
、
前
述
の
留
学

生
た
ち
が
到
着
以
来
八
か
月
程
の
間
に
、
在
日
公
使
館
か
ら
外
部
に
送
ら
れ
た
申
呈
、
申
覆
の
中
で
慶
應
義
塾
へ
の
留
学
生
の
動

向
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
本
稿
掲
載
分
は
、
ま
だ
「
駐
日
來
去
案
」
中
に
見
ら
れ
る
留
学
生
の
動
向
の
ご
く
一

部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、
自
ら
の
意
志
で
慶
應
義
塾
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
先
を
変
更
す
る
学
生
た
ち
も
現
わ
れ
、
一
八
九
七

（
光
武
元
、
明
治
三
十
）
年
末
の
慶
應
義
塾
と
の
条
約
の
「
打
破
」
や
以
後
の
「
独
立
自
修
」、
留
学
継
続
等
に
至
る
ま
で
様
々
な

資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
今
後
も
引
き
続
き
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

　

後
者
の
慶
應
義
塾
評
議
員
会
議
事
録
は
、
評
議
員
会
が
創
設
さ
れ
た
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
か
ら
残
さ
れ
て
お
り
、
第

一
冊
目
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
ま
で
の
も
の
が
背
革
洋
装
本
の
一
冊
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
各
ペ
ー
ジ
の
頭
の
部
分

に
「　

年　

月　

日　

第　

回
評
議
員
会
」
と
印
刷
さ
れ
た
洋
紙
に
、
ペ
ン
書
き
で
あ
る
。

　

評
議
員
会
は
一
八
八
九
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
慶
應
義
塾
仮
憲
法
」
に
代
わ
っ
て
「
慶
應
義
塾
規
約
」
が
定
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
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て
、
理
事
委
員
会
に
代
わ
り
設
立
さ
れ
た
慶
應
義
塾
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
。
当
初
の
定
員
は
二
十
名
で
、
任
期
は
二
年
、
卒

業
生
と
社
頭
（
塾
務
全
般
を
統
括
す
る
者
で
、
一
八
六
八
年
に
福
沢
諭
吉
が
就
任
し
亡
く
な
る
ま
で
務
め
た
の
が
最
初
）
が
特
選

す
る
塾
員
が
、
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
有
し
た
。
本
稿
で
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
八
九
七
年
に
至
る
議
事
録
中
よ
り
、
朝
鮮

か
ら
の
留
学
生
と
そ
の
担
当
教
職
員
に
関
す
る
記
事
を
抜
粋
し
た
。

凡
例　

翻
刻
お
よ
び
和
訳
文
、
注
の
作
成
は
、
以
下
の
凡
例
に
掲
げ
た
原
則
に
よ
り
行
っ
た
。

一
、
漢
字
に
つ
い
て
は
様
々
な
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
駐
日
來
去
案
」
原
文
や
韓
国
の
文
献
表
題
は
現
在
韓
国
で
、
和

訳
文
お
よ
び
評
議
員
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
現
在
日
本
で
通
常
使
用
さ
れ
て
い
る
字
体
を
用
い
た
。
但
し
、
若
干
の
固
有
名

詞
に
は
原
文
の
字
体
を
残
し
た
も
の
も
あ
る（
例　

慶
應
義
塾
）。
ま
た

・

は
コ
ト
・
ト
キ
と
表
記
し
た
。

二
、
原
文
が
掠
れ
や
印
と
の
重
複
な
ど
で
判
読
で
き
な
い
場
合
は
、
□
で
示
し
、
候
補
が
あ
る
場
合
は
〔　

〕
で
掲
げ
た
。

三
、
原
文
の
体
裁
は
、
意
図
さ
れ
た
改
行
、
平
出
、
欠
字
の
み
を
残
し
た
。

四
、（　

）
内
は
、
筆
訳
者
に
よ
る
。

五
、
便
宜
上
、
Ⅰ
の
「
駐
日
來
去
案
」、
Ⅱ
の
評
議
員
会
議
事
録
と
も
に
、
原
文
冒
頭
に
漢
数
字
で
通
し
番
号
を
付
し
た
。
評
議
員

会
議
事
録
の
タ
イ
ト
ル
は
、
原
文
に
あ
る
通
り
を
記
載
し
た
。

六
、「
駐
日
來
去
案
」
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
な
る
べ
く
原
文
に
あ
る
言
葉
を
使
用
し
た
が
、
わ
か
り
に
く
い
も
の
は
適
宜
置
き

換
え
た
。
以
下
に
①
原
文
の
ま
ま
使
用
し
た
が
補
足
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
、
②
和
訳
文
で
は
対
応
す
る
言
葉
が
は
っ

き
り
と
は
表
わ
れ
な
い
も
の
を
掲
げ
て
お
く
。

①
電
飭　

電
信
の
こ
と

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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転
照　

送
り
照
会
を
求
め
る

　

奔
哭　

親
の
死
を
聞
い
て
家
に
馳
せ
帰
る

　

遭
艱　

父
母
の
喪
に
遭
う

　

照
諒　

確
認
の
う
え
了
承
す
る

　

申
覆　

再
び
申
呈
す
る

②
窃
査　
（
調
査
に
取
り
か
か
る
）

　

内
開　
（
前
に
掲
げ
た
文
章
に
お
い
て
）

　

等
因　
（
引
用
文
の
終
わ
り
に
付
さ
れ
る
）

七
、
評
議
員
会
議
事
録
で
は
、
抜
粋
部
分
中
に
省
略
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
行
あ
け
て
翻
刻
し
た
。

八
、
典
拠
と
な
る
文
献
史
料
は
﹇　

﹈
で
示
し
た
。

九
、
頻
出
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
て
い
る
。

大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
韓
帝
國
官
員
履
歴
書
』　

探
求
社　

一
九
七
二
年　

↓
『
官
員
履
歴
』

慶
應
義
塾
編
『
慶
應
義
塾
百
年
史
』
全
五
巻
付
録
一
巻　

慶
應
義
塾　

一
九
五
八
〜
一
九
六
九
年　

↓
『
百
年
史
』

慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
全
九
巻　

岩
波
書
店　

二
○
○
一
〜
二
○
○
三
年　

↓
『
書
簡
集
』

米
山
光
儀
解
題
『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
（
９
）
二
○
○
四
年　

↓
『
社
中
之
約
束
』

韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編
『
韓
國
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』
全
二
十
八
巻 

韓
国
精
神
文
化
研
究
院　

一
九
九
一
年
（
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
、
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://encykorea.aks.ac.kr　

で
閲
覧
可
能
）
↓
『
韓
国
民
族
文

化
大
百
科
事
典
』
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国
史
編
纂
委
員
会
編
『
高
宗
時
代
史
』
全
六
集 

探
求
堂　

一
九
六
七
〜
一
九
七
二
年
（
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
韓
国
史
デ
ー
タ

ベ
ー
ス　

http://db.history.go.kr/item
/level.do?item

Id=gj　

で
閲
覧
可
能
）
↓
『
高
宗
時
代
史
』

十
、
注
の
記
載
の
典
拠
と
し
た
韓
国
史
関
係
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
譯
科
榜
目
」　

一
四
九
八
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
の
訳
科
（
通
訳
官
選
抜
試
験
）
合
格
者
名
簿
を
記
録
し
た
冊
子
。
ソ
ウ

ル
大
学
校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
奎　

一
二
六
五
四
・
v.
一
・
二
）。

「
大
韓
帝
國
職
員
録
」　

一
九
〇
八
年
大
韓
帝
国
の
職
員
録
。
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
の
韓
国
史
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
（http://db.history.go.kr/item

/level.do?item
Id=jw

）
で
閲
覧
可
能
。

「
朝
鮮
總
督
府
職
員
録
」　

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
の
朝
鮮
総
督
府
の
職
員
録
。
同
右
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

閲
覧
可
能
。

韓
国
歴
代
人
物
総
合
シ
ス
テ
ム　

韓
国
学
中
央
研
究
院
が
運
営
す
る
歴
代
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
。http://people.

aks.ac.kr

「
外
部
内
閣
去
來
文
」　

一
八
九
五
年
か
ら
一
八
九
六
年
ま
で
の
内
閣
と
外
部
間
の
公
文
を
集
め
た
綴
。
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章

閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
奎 

一
七
七
九
七
・
v.
一
・
三
）。

「
朝
鮮
人
事
興
信
錄
」　

一
九
〇
三
年
二
月
一
日
現
在
日
本
に
い
る
朝
鮮
人
株
主
、
金
属
商
工
人
、
職
人
な
ど
を
記
載
し
た
名

簿
。『
日
本
人
物
情
報
大
系
七
十
八　

朝
鮮
編
八
』（
芳
賀
登
編
、
皓
星
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
官
報
」　

近
代
的
官
報
は
一
八
九
四
年
六
月
二
十
一
日
創
刊
。
一
九
四
五
年
ま
で
の
官
報
は
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
（http://w

w
w.nl.go.kr

）。

「
駐
韓
日
本
公
使
館
記
録
」　

一
八
九
四
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
の
駐
韓
日
本
公
使
館
の
文
書
。
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)

221



蔵
。
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://db.history.go.kr/item

/level.do?item
Id=jh

）
で
閲
覧
可
能
。

十
一
、
留
学
生
の
出
身
、
父
兄
名
、
慶
應
義
塾
入
学
時
期
、
年
齢
等
の
記
載
は
、『
慶
應
義
塾
入
社
帳
』（
慶
應
義
塾
、
一
九
八
六

年
）
に
よ
っ
た
。
詳
し
く
は
前
号
参
照
。
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Ⅰ
「
駐
日
來
去
案
」

　
一
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
高
永
喜
差
出

　
　

開
國
五
百
四
年
七
月
六
日
（
一
八
九
五
年
八
月
二
十
五
日
）

　
　
　
　
　

申

駐

日
本
特
命
全
權
公
使
高　

爲

申
呈
事

窃
査
本
年
六
月
二
十
七
日

學
部
大
臣
電
飭
内
開

留
學
生
中
病
重
者

卽
爲
出
送
等
因

奉
到

該
塾
塾
監

轉
諭

一

審
査

其
中

趙
元
奎

李
在
夏

尹
基
周

徐
丙
吉

任
徹
宰

吳
世
儀

黄
祐
悳
七
人

實
病

現
嬰

課
工

有
難

故

爲

出
送

盤
費

該
塾
學
資
金
中

每
人
三
十
圓
式
派
給
後
日
本
郵
船
駿
河
丸

搭
載

發
送

外

理
合
具
由
申

呈
伏
祈

貴
大
臣
句

後
轉
照
學
部
可
也
須
至
申
呈
者

右　
　
　

申

外　

部　

大　

臣　

金

開
國
五
百
四
年
七
月
六
日

　
　

另
附
留
學
生
送
還
理
由
書 

＊
「
申
」
と
発
信
年
月
に
重
な
り
、
二
ヶ
所
に
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
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駐
日
本
特
命
全
権
公
使　

高
（
１
）

　
　
　

為

申
呈
す
る
。
本
年
六
月
二
十
七
日
付
の

学
部
大
臣
か
ら
の
電
飭
で
、
留
学
生
中
の
重
病
者
を
即
時
帰
国
さ
せ
る
旨
の
通
達
を
拝
受
し
、
該
塾
塾
監
局（２
）に
伝
え
詳
し
く
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
趙
元
奎（３
）、
李
在
夏（４
）、
尹
基
周（５
）、
徐
丙
吉（６
）、
任
徹
宰（７
）、
吳
世
儀（８
）、
黄
祐
悳（９
）の
七
名
は
実
際
に
罹
患
し
学
業
が
難

し
い
た
め
帰
国
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
帰
国
費
用
は
該
塾
の
学
資
金
）
10
（

か
ら
一
人
当
た
り
三
十
円
ず
つ
支
給
し
、
日
本
郵
船
駿
河

丸
便
）
11
（

で
帰
国
さ
せ
る
。
理
由
書
を
添
え
て
申
呈
致
す
。

貴
大
臣
ご
高
覧
後
、
学
部
へ
の
転
照
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

右　
　
　

申

外　

部　

大　

臣　
　

金）
12
（

　

開
国
五
百
四
年
七
月
六
日

　
　
　

別
附
留
学
生
送
還
理
由
書

注（
１
）　

高
永
喜　

京
城
北
部
玉
洞
出
身
。
一
八
九
五
年
五
月
駐
日
全
権
公
使
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
三
ヶ
月
後
に
は
辞
任
し
帰
国
す
る
。
以
後
八

年
間
農
商
工
部
、
外
部
、
度
支
部
、
漢
城
府
、
量
地
衙
門
に
勤
務
。
一
九
〇
三
年
二
月
再
び
駐
日
全
権
公
使
に
任
命
さ
れ
る
も
、
そ
の
年

の
冬
ま
た
辞
任
し
、
度
支
部
に
勤
め
た
。

（
２
）　

塾
監
局　

慶
應
義
塾
の
事
務
行
政
全
般
を
司
る
部
署
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
は
す
で
に
学
則
な
ど
諸
規
則
を
定
め
た
『
社
中
之

約
束
』
の
中
に
、
事
務
担
当
の
部
署
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
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（
３
）　

趙
元
奎　

京
城
北
部
小
安
洞
出
身
。
本
貫
地
は
咸
安
。
正
三
品
趙
性
協
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
二
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し

た
。
帰
国
後
は
法
部
や
度
支
部
に
勤
務
。
一
八
九
八
年
十
月
に
官
立
日
語
学
校
を
卒
業
し
て
、
翌
年
よ
り
外
国
語
学
校
に
勤
務
し
、
教
官

を
務
め
た
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。
の
ち
白
川
郡
守
も
務
め
る
﹇
官
報
﹈。
国
王
の
動
静
と
国
政
を
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
「
日
省
錄
」
補
充
時

に
は
、
起
草
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
４
）　

李
在
夏　

京
畿
道
抱
川
県
花
山
面
出
身
。
李
寅
元
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
５
）　

尹
基
周　

京
城
中
部
琶
谷
出
身
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
一
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
そ
の
際
す
で
に
戸
主
。
帰
国
後
は
内
蔵

司
、
農
商
工
部
、
秘
書
院
、
社
稷
署
な
ど
に
勤
め
、
弘
文
館
侍
読
も
務
め
た
﹇
官
報
﹈。

（
６
）　

徐
丙
吉　

京
城
中
部
翼
洞
出
身
。
徐
丙
善
の
三
弟
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
二
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
は
法
部
、
内

部
、
農
商
工
部
な
ど
に
勤
務
﹇
官
報
﹈。 

（
７
）　

任
徹
宰　

京
城
南
部
後
溪
洞
出
身
。
任
栄
鎬
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
８
）　

呉
世
儀　

京
城
中
部
笠
洞
出
身
。
呉
慶
喜
長
男
。
一
八
八
五
年
十
六
歳
で
科
挙
（
訳
官
）
に
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
一
八
九
五
年
五
月
、

二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
九
〇
一
年
十
二
月
に
は
外
部
主
事
に
任
命
さ
れ
る
が
、
本
人
の
請
願
に
よ
り
二
日
で
辞
任
し
た

﹇
官
報
﹈。

（
９
）　

黄
祐
悳　

京
城
北
部
桂
洞
出
身
。
黄
翰
周
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
10
）　

学
資
金　

官
費
留
学
生
に
毎
年
支
給
さ
れ
た
資
金
を
さ
す
。
慶
應
義
塾
と
朝
鮮
政
府
と
の
間
に
結
ば
れ
た
留
学
生
関
連
契
約
の
第
七
条

に
基
づ
く
。
朝
鮮
政
府
は
一
名
あ
た
り
の
費
用
を
毎
月
金
十
五
元
と
計
算
し
、
年
頭
に
一
年
分
の
金
額
を
慶
應
義
塾
に
預
け
、
義
塾
が
そ

れ
を
毎
月
留
学
生
た
ち
に
支
給
す
る
形
を
と
っ
た
。

参
考　

第
七
条

朝
鮮
国
学
部
大
臣
は
、
学
部
留
学
生
を
し
て
慶
應
義
塾
監
督
の
下
に
あ
ら
し
む
る
間
は
、
同
塾
内
に
あ
る
の
時
と
、
又
他
の
官
立
、

公
立
、
私
立
学
校
に
留
学
し
、
或
は
実
地
練
習
の
為
め
塾
外
に
在
る
の
時
と
を
問
は
ず
、
一
名
に
付
学
資
と
し
て
金
拾
五
円
宛
の
予

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)

225



算
を
以
て
留
学
生
の
員
数
に
計
当
し
、
当
年
分
を
合
算
し
て
其
全
金
額
は
最
初
留
学
生
派
遣
の
時
慶
應
義
塾
に
送
附
し
、
以
後
は
毎

年
陰
暦
正
月
十
日
内
に
学
資
金
額
を
慶
應
義
塾
に
送
附
す
る
事
。﹇『
百
年
史
』
中
巻
前
、
一
四
九
頁
﹈

（
11
）　

日
本
郵
船
駿
河
丸　

一
八
八
五
年
に
創
業
し
た
日
本
郵
船
会
社
が
保
有
し
た
汽
船
。『
日
本
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』（
日
本
郵
船
株

式
会
社　

一
九
三
五
年
）
に
よ
る
と
、
当
時
近
海
に
お
け
る
日
本
郵
船
会
社
の
運
行
航
路
に
は
横
浜
―
上
海
線
、
長
崎
―
浦
鹽
斯
徳
線
、

長
崎
―
仁
川
線
、
長
崎
―
天
津
線
、
上
海
―
浦
鹽
斯
徳
線
、
神
戸
―
馬
尼
刺
線
が
あ
り
、
そ
の
中
で
朝
鮮
を
経
由
す
る
便
は

長
崎
―
浦
鹽
斯
徳
線
（
毎
三
週
一
回
、
釜
山
、
元
山
に
寄
港
）

長
崎
―
仁
川
線
（
後
の
神
戸
―
仁
川
線
、
毎
三
週
一
回
、
釜
山
に
も
寄
港
）

上
海
―
浦
鹽
斯
徳
線
（
毎
四
週
一
回
、
朝
鮮
諸
港
に
寄
港
）

が
あ
っ
た
（
八
三
〜
八
七
頁
）。

駿
河
丸
は
一
八
八
四
年
共
同
運
輸
会
社
の
伊
藤
雋
吉
社
長
が
英
国
か
ら
購
入
し
、
八
月
一
七
日
横
浜
に
到
着
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
四

二
頁
）。
の
ち
日
本
郵
船
会
社
が
引
き
継
い
だ
。
留
学
生
た
ち
が
ど
の
路
線
で
帰
国
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
同
時
期
慶
應
義
塾
に
留

学
し
た
兪
致
衡
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
か
ら
東
京
ま
で
は
仁
川
―
釜
山
―
対
馬
―
長
崎
―
下
関
―
神
戸
の
移
動
経
路
で
、
そ
の
後
神
戸

か
ら
は
汽
車
に
乗
り
換
え
、
東
京
に
到
着
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
帰
国
の
際
に
も
同
じ
ル
ー
ト
を
利
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
長
崎
―

仁
川
（
後
の
神
戸
）
線
を
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
12
）　

金
允
植　

一
八
三
五
年
生
ま
れ
。
一
八
七
四
年
に
科
挙
（
文
科
）
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
一
八
八
一
年
に
は
領
撰
使
に
任
命
さ
れ
、
天
津

に
赴
任
し
た
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。
親
日
派
で
、
甲
午
農
民
戦
争
（
一
八
九
四
年
）
後
に
誕
生
し
た
金
弘
集
内
閣
で
外
部
衙
門
大
臣
、
翌
年
に

は
外
部
大
臣
を
務
め
た
。
一
八
九
六
年
に
親
露
派
が
政
権
を
と
る
と
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
の
ち
に
復
権
。
一
九
〇
八
年
中
枢
院
議
長
。

日
韓
併
合
の
際
に
は
子
爵
を
授
け
ら
れ
た
が
、
一
九
一
九
年
三
一
独
立
運
動
に
関
係
し
て
剥
奪
さ
れ
た
。
一
九
二
二
年
歿
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。
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二
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
植
差
出

　
　

開
國
五
百
四
年
九
月
十
日
（
一
八
九
五
年
十
月
二
十
七
日
）

　
　

申
呈
第
十
二
號

申
呈
事

慶
應
義
塾

留
學

學
員
中
身
病

嬰

治
療

難

者

課
工

惰

成
就

無

者

親
喪

遭

奔
哭

願

者
合
十
八
人

出
送

十
五
人

該
塾
學
資
金
中

盤
費
二
十
元
式
給

遭
艱

者
三
人

奔

哭

許
暇

盤
費

給

出
去

無

々

哀
乞

見

極

慘
惻

公
錢
中

二
十
元
式
合
六
十
元

擅
便

給

惶
悚
萬

此
申
報

亮

後
學
部

轉
照

六
十
元

還
推
送
交

伏
祈

開
國
五
百
四
年
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　

駐

日
本
臨
時
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下
印

　
　
　
　

印　
　
　
　
　
　

另
附
出
送
學
員
姓
名
一
紙

吳
冑
泳

劉
鎭
世

趙
東
赫

吳
亨
根

姜
龍
甲
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白
轍
洙

李
漢
應

尹
九
善

李
範
鶴

洪
彦
杓

李
熙

李
典
俊

李
源
昇

金
世
泰

金
星
圭

黄
祐
璿

林
俊
相

李
宜
恂

　
　

申
呈
第
十
二
号

申
呈
す
る
。
慶
應
義
塾
に
留
学
し
た
学
員
中
病
気
に
罹
り
治
療
が
難
し
い
者
と
、
学
業
を
惰
っ
て
成
就
の
見
込
み
の
な
い
者
、
父

母
の
喪
に
遭
っ
て
奔
哭
を
願
う
者
な
ど
、
合
わ
せ
て
十
八
名
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
十
五
名
に
つ
い
て
は
該

塾
の
学
資
金
か
ら
船
代
二
十
元
ず
つ
を
支
給
す
る
が
、
遭
艱
し
た
三
名
に
つ
い
て
は
、
奔
哭
は
許
可
し
て
も
船
代
は
支
給
し
な
い
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こ
と
に
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
帰
国
の
方
法
が
な
い
と
屡

哀
願
す
る
の
で
、
そ
れ
が
極
め
て
い
た
ま
し
く
、
公
金
よ
り
二
十

元
ず
つ
合
計
六
十
元
を
支
給
す
る
と
い
う
大
変
恐
れ
入
る
事
を
し
た
。
こ
の
報
告
を

ご
確
認
の
上
学
部
に
転
照
し
、
六
十
元
を
還
付
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
う
。

開
国
五
百
四
年
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　

駐
日
本
臨
時
代
理
公
使
李
台
稙
（
１
）

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
附
帰
国
学
生
姓
名
一
紙

吳
冑
泳
（
２
）

劉
鎭
世
（
３
）

趙
東
赫
（
４
）

吳
亨
根
（
５
）

姜
龍
甲
（
６
）

白
轍
洙
（
７
）

李
漢
應
（
８
）

尹
九
善
（
９
）

李
範
鶴
）
10
（

洪
彦
杓
）
11
（

李
熙
）
12
（
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李
興
俊
）
13
（

李
源
昇
）
14
（

金
世
泰
）
15
（

金
星
圭
）
16
（

黄
祐
璿
）
17
（

林
俊
相
）
18
（

李
宜
恂
）
19
（

注（
１
）　

李
台
稙　

一
八
五
九
年
生
ま
れ
。
一
八
九
五
年
五
月
、
駐
日
公
使
館
参
書
官
に
任
命
さ
れ
る
が
、
翌
年
四
月
本
人
の
請
願
に
よ
り
辞
任

し
た
。
一
九
〇
三
年
歿
﹇
外
部
內
閣
去
來
文
﹈。

（
２
）　

吳
冑
泳　

忠
淸
南
道
洪
州
郡
雉
寺
面
芝
山
里
出
身
。
陸
軍
士
官
学
校
出
身
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

そ
の
後
一
九
〇
七
年
ま
で
軍
部
に
勤
め
る
﹇
官
報
﹈。

（
３
）　

劉
鎭
世　

京
城
中
部
貞
善
坊
出
身
。
劉
仁
赫
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
一
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
九
〇
八
年
元
山
警

察
署
警
視
を
務
め
﹇
大
韓
帝
國
職
員
録
﹈、
そ
の
後
咸
鏡
南
道
三
水
郡
で
郡
守
、
全
羅
南
道
務
安
郡
で
面
長
な
ど
を
歴
任
﹇
朝
鮮
總
督
府
職

員
録
﹈。

（
４
）　

趙
東
赫　

京
城
敦
義
門
外
石
槁
出
身
。
趙
泰
夏
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
全
羅
北

道
観
察
府
や
通
信
司
電
話
課
に
勤
務
﹇
官
報
﹈。

（
５
）　

吳
亨
根　

京
城
南
部
犂
洞
出
身
。
吳
元
泳
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
一
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
私
立
英
林
学
校
で
は
、
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校
長
を
務
め
た
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
６
）　

姜
龍
甲　

慶
尙
道
宜
尚
県
府
內
出
身
。
姜
慶
燦
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
九
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
７
）　

白
轍
洙　

全
羅
道
雲
峯
県
阿
谷
出
身
。
白
馨
洙
の
三
弟
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
量
地
衙
門
量
務

委
員
と
し
て
勤
務
し
た
﹇
官
報
﹈。

（
８
）　

李
漢
應　

京
城
南
部
筆
洞
出
身
。
李
漢
肯
の
弟
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
９
）　

尹
九
善　

京
城
南
部
畜
洞
出
身
。
尹
致
鳳
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
八
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
10
）　

李
範
鶴　

京
城
中
部
富
泉
出
身
。
李
能
夏
の
三
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
八
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
11
）　

洪
彦
杓　

京
城
南
部
筆
洞
出
身
。
洪

益
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九

〇
二
年
に
か
け
て
陸
軍
に
勤
務
﹇
官
報
﹈。

（
12
）　

李
熙
　

京
城
南
部
仁
峴
出
身
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
13
）　

李
興
俊　

京
城
南
門
外
萬
里
峴
出
身
。
李
興
福
の
四
弟
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
一
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
14
）　

李
源
昇　

京
城
南
部
鍾
峴
出
身
。
李
尙
鎭
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
15
）　

金
世
泰　

京
畿
道
楊
州
郡
広
津
出
身
。
金
百
練
次
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
は
郵
遞
司
、

通
信
司
、
農
商
工
部
な
ど
に
勤
め
た
。﹇
官
報
﹈。

（
16
）　

金
星
圭　

京
城
南
部
時
洞
出
身
。
金
瑾
炯
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
二
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
17
）　

黄
祐
璿　

京
城
北
部
安
洞
出
身
。
黄
憲
周
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
七
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
の
ち
外
部
な
ど
に
勤
務

﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
18
）　

林
俊
相
（
林
浚
相
）　

京
城
北
部
校
洞
出
身
。
林
徽
洙
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
19
）　

李
宜
恂　

京
畿
道
抱
川
県
屯
基
出
身
。
李
應
益
長
男
。
一
八
九
一
年
、
二
十
一
歳
で
科
挙
（
漢
学
）
に
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
一
八
九
五

年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
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三
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
三
十
一
日
）

　
　

申
呈
第
二
十
號

申
呈
事

軍
部
所
派
人
趙
羲
聞
權
東
鎭
李
熙
斗
白
鶴
露

本
年
七
月

遊
覧
朝
士

入
來

朴
荘
和

慶
應
義
塾

退
學

朴

羲
秉
合
六
人

現
方
陸
軍
成
城
學
校

就
學

所
費

無

見

遑
急

本
年
九
月

成
暢
基
等
士
官
五
人

入
來

十
月
晦
間

學
費
六
百
三
十
元

入
來

五
人
條
每
朔
三
十
元
式
自
九
月
至
十
一
月
每
人
九
十
元
式
四
百
五
十
元

各
其
今
用

餘
在
一
百
八
十
元

入
來

二
人

月
費

該
二
人

入
來

趙
羲
聞
等

見

一
時

急

上
項
一
百
八
十
元

趙
羲
聞
等
六
人

懇
請

依

擅
便

用

此

将

内
閣

軍
部

轉
照

伏
祈

開
國
五
年〔

百
〕四

年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
二
十
号

申
呈
す
る
。
軍
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
趙
義
聞
（
１
）、
権
東
鎮
（
２
）、
李
熙
斗
（
３
）、
白
鶴
露
（
４
）と
、
今
年
七
月
に
遊
覧
朝
士
（
５
）と
し
て
日
本
に
来
た
朴

荘
和
（
６
）、
そ
し
て
慶
應
義
塾
か
ら
退
学
し
た
朴
義
秉
（
７
）の
計
六
名
が
現
在
陸
軍
成
城
学
校
（
８
）に
入
学
し
て
い
る
が
、
所
費
が
な
く
て
窮
し
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て
い
る
。
本
年
九
月
成
暢
基
（
９
）等
士
官
五
名
が
日
本
に
来
た
後
、
十
月
末
ま
で
の
間
に
学
費
六
百
三
十
元
が
届
き
、
五
名
に
毎
月
三

十
元
ず
つ
、
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
一
人
当
た
り
九
十
元
ず
つ
計
四
百
五
十
元
を
こ
れ
ま
で
支
給
し
た
。
残
り
百
八
十
元
は
こ
れ

か
ら
新
た
に
日
本
に
来
る
（
別
の
）
二
名
の
学
費
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
二
人
は
ま
だ
来
日
せ
ず
、
趙
義
聞
等
の
状
況
は

一
刻
も
早
い
急
を
要
し
た
た
め
、
上
記
の
百
八
十
元
を
趙
義
聞
等
六
名
の
懇
請
に
依
り
許
可
を
得
ず
支
給
し
た
の
で
、
こ
の
事
を

内
閣
と
軍
部
に
転
照
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

開
国
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

趙
義
聞　

一
八
五
八
年
京
城
生
ま
れ
。
一
八
七
六
年
科
挙
（
武
科
）
に
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
訓
練
院
判
官
、
親
軍
経
理
庁
参
領
官
、
中

枢
院
副
参
議
を
歴
任
す
る
。
黄
海
道
観
察
使
も
務
め
た
﹇
朝
鮮
人
事
興
信
錄
﹈。

（
２
）　

権
東
鎮　

一
八
六
一
年
生
ま
れ
。
十
九
歳
の
時
、
朝
鮮
陸
軍
士
官
学
校
に
入
学
。
以
来
陸
軍
に
勤
務
。
一
八
九
五
年
閔
妃
殺
害
事
件
へ

の
関
与
を
疑
わ
れ
日
本
に
亡
命
し
、
十
一
年
間
日
本
に
滞
在
。
帰
国
後
は
中
枢
院
副
参
議
と
な
る
。
そ
の
後
独
立
運
動
で
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
。
三
一
運
動
の
際
、
民
族
代
表
三
十
三
人
の
一
人
と
な
る
﹇『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』﹈。

（
３
）　

李
熙
斗　

一
八
六
九
年
漢
城
生
ま
れ
。
一
八
九
八
年
ま
で
日
本
の
成
城
学
校
、
士
官
学
校
、
戸
山
学
校
に
留
学
。
一
八
九
九
年
帰
国
後
、

武
官
学
校
教
官
、
陸
軍
步
兵
参
領
な
ど
を
務
め
る
。
そ
の
後
も
一
九
〇
七
年
ま
で
陸
軍
に
勤
務
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
４
）　

白
鶴
露　

未
詳

（
５
）　

遊
覧
朝
士　

王
命
に
よ
る
視
察
員
の
こ
と
。
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（
６
）　

朴
荘
和　

京
畿
道
漢
城
北
部
斉
洞
出
身
。
朴
準
禹
長
男
。
一
八
九
五
年
九
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
の
ち
宮
内
部
、

陸
軍
な
ど
に
勤
務
﹇
官
報
﹈。

（
７
）　

朴
義
秉　

漢
城
廟
洞
出
身
。
一
八
六
九
年
生
ま
れ
。
一
八
九
五
年
三
月
、
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
の
ち
農
商
工
部
、
漢
城
府
な
ど
に

勤
務
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
８
）　

陸
軍
成
城
学
校　

現
在
東
京
都
新
宿
区
に
あ
る
成
城
中
・
高
等
学
校
の
前
身
。
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
「
文
武
講
習
館
」
と
し
て

京
橋
区
築
地
（
現
東
京
都
中
央
区
）
に
設
立
。
創
設
者
日
高
藤
吉
郎
は
士
官
出
身
で
、
創
立
に
あ
た
っ
て
は
文
武
両
全
の
士
の
養
成
を
目

的
と
し
た
。
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
）
八
月
に
校
名
を
「
成
城
学
校
」
と
改
め
、
翌
九
月
に
規
則
を
改
正
、
そ
の
目
的
を
「
本
校
ハ
陸

軍
武
学
生
徒
入
学
ノ
予
備
学
科
ヲ
教
授
ス
ル
所
ト
ス
」
と
定
め
、
陸
軍
士
官
学
校
、
陸
軍
幼
年
学
校
の
予
備
教
育
を
行
っ
た
﹇『
成
城
学
校

八
十
年
』
成
城
学
校
、
一
九
六
五
年
。
一
頁
、
九
頁
﹈。

（
９
）　

成
暢
基　

一
八
六
七
年
六
月
生
ま
れ
。
漢
城
中
署
出
身
。
陸
軍
に
て
武
官
学
校
教
官
、
正
尉
、
步
兵
参
領
な
ど
を
務
め
る
﹇『
官
員
履

歴
』﹈。

　

四
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
植
差
出

　
　

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
三
十
一
日
）

　
　

申
呈
第
二
十
一
號

申
呈
事

番

慶
應
義
塾

諸
學
生
學
科

試
驗

就
其
中
金
允
求
金
益
南
朴
正
善
金
東
完
陳
熙
星
劉
文
相
崔
秉
台
張
明
根

合
八
人

初
學
普
通
科

卒
業

認
定

該
八
人

外
他
専
門
學

赴
學

先
此
仰
達

此

将

學
部

轉
照

伏
祈

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日
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駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
二
十
一
号

申
呈
す
る
。
こ
の
度
慶
應
義
塾
が
諸
学
生
に
対
し
て
学
科
試
験
（
１
）を
行
い
、
そ
の
中
で
金
允
求
（
２
）、
金
益
南
（
３
）、
朴
正
善
（
４
）、
金
東
完
（
５
）、
陳

熙
星
（
６
）、
劉
文
相
（
７
）、
崔
秉
台
（
８
）、
張
明
根
（
９
）の
計
八
名
の
初
学
普
通
科
）
10
（

卒
業
）
11
（

を
認
定
し
た
）
12
（

。
該
八
名
を
こ
れ
か
ら
他
の
専
門
学
校
に
進
学

さ
せ
よ
う
と
思
い
、
先
に
こ
の
事
を
報
告
す
る
。
学
部
へ
転
照
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

開
国
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙
）
13
（

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

学
科
試
験　

当
時
の
学
則
を
定
め
た
『
社
中
之
約
束
』
に
よ
れ
ば
、
三
学
期
制
を
採
用
し
て
お
り
、
一
月
十
一
日
よ
り
四
月
二
十
五
日

ま
で
が
第
一
期
、
五
月
一
日
よ
り
七
月
三
十
一
日
ま
で
が
第
二
期
、
九
月
十
一
日
よ
り
十
二
月
二
十
五
日
ま
で
が
第
三
期
で
、
各
期
期
末

試
験
が
行
わ
れ
、
平
常
点
と
試
験
結
果
に
よ
っ
て
席
順
が
定
め
ら
れ
た
。
各
人
の
成
績
は
印
刷
さ
れ
「
勤
惰
表
」「
勤
怠
表
」
と
い
う
名
称

で
配
布
さ
れ
た
。

（
２
）　

金
允
求　

京
城
南
部
犂
洞
出
身
。
住
善
済
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
は
鉄
道
院
に
勤

め
、
農
商
工
部
鉄
道
局
長
も
務
め
た
﹇
官
報
﹈。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)

235



（
３
）　

金
益
南　

京
城
南
部
草
洞
出
身
。
金
在
善
長
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
そ
の
後
一
八
九
六
年
一

月
に
は
東
京
慈
恵
医
院
医
学
校
に
入
学
し
、
一
九
〇
〇
年
東
京
慈
恵
医
院
当
直
医
員
証
明
書
取
得
、
医
学
校
教
官
も
務
め
る
。
一
九
〇
四

年
流
行
病
予
防
委
員
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
４
）　

朴
正
善　

京
城
南
部
履
洞
出
身
。
朴
在
慶
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
二
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八
九
七
年
四
月
に
は

「
東
京
明
治
学
校
」
に
入
学
。
帰
国
後
官
立
日
語
学
校
副
教
官
、
医
学
校
翻
訳
生
を
経
て
、
一
九
〇
七
年
咸
鏡
北
道
観
察
道
警
務
署
警
視
を

務
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
５
）　

金
東
完　

京
城
西
部
門
外
東
洞
西
部
契
出
身
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
九
〇
二
年
卒
業
、
同
九
月

東
京
帝
国
大
学
農
科
大
学
入
学
、
一
九
〇
五
年
卒
業
。
同
年
帰
国
し
た
の
ち
、
農
商
工
部
技
師
、
全
義
郡
守
、 

宮
內
大
臣
秘
書
官
、
李
王

職
事
務
官
な
ど
を
務
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
６
）　

陳
熙
星　

京
城
南
部
棗
洞
出
身
。
陳
英
の
四
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
元
山
郵
逓
司

や
釜
山
郵
逓
司
に
勤
務
し
た
﹇
官
報
﹈。

（
７
）　

劉
文
相　

京
城
南
部
詩
洞
出
身
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
、
同
年
十
二
月
卒
業
。
一
八
九
七
年
一
月
、
東

京
郵
便
電
信
局
で
事
務
見
習
。
帰
国
後
、
漢
城
郵
逓
司
主
事
を
務
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
８
）　

崔
秉
台　

未
詳
。
入
学
記
録
で
あ
る
『
慶
應
義
塾
入
社
帳
』
に
は
同
名
の
者
は
い
な
い
。
崔
炳
台
の
書
き
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
崔

炳
台
に
つ
い
て
は
、
十
二
の
注
（
３
）
参
照
。

（
９
）　

張
明
根　

京
畿
道
高
陽
郡
求
知
道
出
身
。
張
日
根
の
次
弟
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
陸

軍
步
兵
参
尉
、
日
本
憲
司
令
部
通
訳
、
海
産
会
社
創
立
事
務
を
務
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
10
）　

初
学
普
通
科　

当
時
慶
應
義
塾
に
は
幼
稚
舎
、
普
通
部
正
科
、
普
通
部
別
科
、
大
学
部
が
あ
り
、
普
通
部
正
科
は
、
お
よ
そ
予
科
二
年

八
か
月
（
八
学
期
）、
本
科
三
年
四
か
月
（
十
学
期
）
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
卒
業
後
は
大
学
部
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
。

（
11
）　

卒
業　

当
時
は
普
通
部
正
科
本
科
課
程
の
修
了
を
も
っ
て
、
慶
應
義
塾
卒
業
と
み
な
さ
れ
た
。
前
掲
『
社
中
之
約
束
』
に
は
学
業
の
出
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来
に
応
じ
、
卒
業
証
書
も
し
く
は
修
業
証
書
、「
抜
群
優
等
ノ
者
」
に
は
優
等
卒
業
証
書
を
渡
す
と
あ
る
。

（
12
）　

評
議
員
会
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
五
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
期
第
十
八
回
評
議
員
会
に
お
い
て
「
慶

應
義
塾
朝
鮮
留
学
生
学
則
」
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
、「
本
項
可
決
」
と
あ
る
。
但
し
、「
草
稿
ハ
別
ニ
保
存
ス
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

現
在
の
と
こ
ろ
草
稿
、
決
定
稿
と
も
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
後
掲
Ⅱ
章
参
照
。

　

五
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日
（
一
八
九
五
年
十
二
月
三
十
一
日
）

　
　

申
呈
第
二
十
三
號

申
呈
事

慶
應
義
塾
學
員
中

嚴
柱
一
朴
炳
憲
張
源
植
李
喆
宇
金
正
壎
李
玄
載
洪
承
復
權
定
鎭
合
八
人

重
疾

嬰

閲
月
救

療

見
效

無

本
國

出
送

另
加
調
治

事
宜

妥
合

該
塾

來
文

有

該
八

人

出
送

此

将

學
部

轉
照

伏
祈

開
國
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
二
十
三
号

申
呈
す
る
。
慶
應
義
塾
学
員
の
中
で
、
厳
柱
一
（
１
）、
朴
炳
憲
（
２
）、
張
源
植
（
３
）、
李
喆
宇
（
４
）、
金
正
壎
（
５
）、
李
玄
載
（
６
）、
洪
承
復
（
７
）、
権
定
鎮
（
８
）、
合
わ
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せ
て
八
名
が
重
病
に
か
か
り
、
約
一
ヶ
月
間
治
療
を
し
て
も
回
復
の
見
通
し
が
な
い
た
め
、
本
国
に
帰
し
て
別
途
治
療
さ
せ
る
方

が
良
い
で
あ
ろ
う
と
該
塾
か
ら
文
書
が
届
い
た
の
で
、
該
八
名
を
本
国
に
帰
す
。
こ
の
事
を
学
部
に
転
照
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

開
国
五
百
四
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

厳
柱
一
（
厳
柱
日
）　

京
畿
道
利
川
郡
道
波
出
身
。
厳
臣
永
六
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八
九

六
年
一
月
事
故
で
帰
国
す
る
が
、
二
年
後
再
渡
日
。
一
九
〇
〇
年
十
一
月
に
明
治
大
学
入
学
。
一
九
〇
四
年
帰
国
後
、
法
部
、
修
学
院
な

ど
に
勤
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
２
）　

朴
炳
憲　

京
城
南
部

洞
出
身
。
朴
馨
来
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
は
恵
民
院
な
ど

に
勤
務
﹇
官
報
﹈。

（
３
）　

張
源
植　

京
城
高

洞
出
身
。
張
德
潤
長
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
４
）　

李
喆
宇　

京
城
中
部
漢
洞
出
身
。
李
会
来
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
５
）　

金
正
壎　

慶
尚
道
金
海
郡
茶
田
出
身
。
金
時
鏞
長
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
四
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
６
）　

李
玄
載　

京
畿
道
楊
根
郡
葛
尾
出
身
。
李
容
華
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
八
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
７
）　

洪
承
復　

京
城
南
部
后
洞
出
身
。
洪
祐
亨
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
一
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
８
）　

権
定
鎮　

京
城
南
部
草
洞
出
身
。
権
在
斗
の
四
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
十
九
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
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六
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月
十
四
日
）

　
　

申
呈
第
廿
四
號

申
覆
事

乙
未
十
一
月
十
四
日

貴
大
臣
訓
令
内
開

慶
應
義
塾
留
學
生
中
實
病
實
故

有

者
金
敬
濟
等
十
五
人
出
送
等
因

奉
到

後
本
代
理
公
使

該
塾

躬
徃

一

査
探

後
其
中

金
敬
濟
李
鍾
華
卞
志

徐
丙
武
朴
正
善
崔
奎
福
六
人

出
送

本
月
十
日

貴
大
臣
訓
令
内
開

留
學
生
中
嚴
柱
一
等
三
人
出
送
等
因

奉
到

嚴
柱
一
朴
炳
憲

身
病

有

本
月
四
日

已
爲
出

送

劉
文
相

身
病

無

番
普
通
科
卒
業

八
人
中

入

将
爲
入
學
於
専
門
學

出
送

照
諒

後
學
部

轉
照

伏
祈

　
　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
廿
四
号

申
覆
す
る
。
乙
未
（
一
八
九
五
年
）
十
一
月
十
四
日
の
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貴
大
臣
訓
令
で
慶
應
義
塾
留
学
生
中
罹
患
者
や
奔
哭
を
願
う
金
敬
済
（
１
）等
十
五
名
を
帰
国
さ
せ
る
旨
の
通
達
を
拝
受
し
た
が
、
本
代

理
公
使
が
該
塾
に
直
接
出
向
き
詳
し
く
調
査
し
た
結
果
、
十
五
名
の
内
金
敬
済
、
李
鍾
華
（
２
）、
卞
志（
３
）、
徐
丙
武
（
４
）、
朴
正
善
、
崔
奎

福（５
）の
六
名
だ
け
を
帰
国
さ
せ
た
。
ま
た
本
月
十
日
の

貴
大
臣
訓
令
で
留
学
生
中
嚴
柱
一
等
三
名
を
帰
国
さ
せ
る
旨
の
通
達
を
拝
受
し
た
が
、
嚴
柱
一
と
朴
炳
憲
は
病
気
で
本
月
四
日
に

す
で
に
帰
国
し
て
お
り
、
劉
文
相
は
病
気
も
無
く
且
つ
今
回
普
通
科
を
卒
業
し
た
八
人
中
の
一
人
で
、
現
在
専
門
学
校
入
学
を
目

指
し
て
勉
強
し
て
い
る
た
め
帰
国
さ
せ
な
い
。

ご
照
諒
の
上
、
学
部
に
転
照
く
だ
さ
る
よ
う
願
う
。

　
　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

金
敬
済　

京
城
中
部
漢
洞
出
身
。
金
商
渟
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
八
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
２
）　

李
鍾
華　

京
城
內
南
部
鑄
洞
出
身
。
李
圭
益
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
忠
州
府
、

平
安
北
道
、
宮
內
府
な
ど
に
勤
務
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
３
）　

卞
志
　

京
城
南
部
詩
洞
出
身
。
卞
觀
稙
次
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
学
事
量
地
衙
門
、

地
契
衙
門
な
ど
に
勤
め
る
﹇
官
報
﹈。

（
４
）　

徐
丙
武　

京
城
南
部
后
洞
出
身
。
徐
相
默
長
男
。
一
八
九
五
年
五
月
、
十
六
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。

（
５
）　

崔
奎
福　

京
城
南
部
苧
洞
出
身
。
一
八
九
六
年
五
月
、
二
十
三
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
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七
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月
十
四
日
）

　
　

申
呈
第
廿
五
號

申
覆
事

本
公
館
經
費
乙
未
十
一
月
一
日

起

至
十
六
日
條
六
百
六
十
四
元
五
十
八
戔

領
収

義
和
君
學
資
金
五
百
九
十
七
元
二
角
七
分

領
収

後
卽
地
送
納

駐
米
公
館
費
推
尋

事

電
報

詳
達

照
諒

再
此
稱
報

　
　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

　

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
廿
五
号

申
覆
す
る
。
本
公
館
経
費
と
し
て
、
乙
未
十
一
月
一
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
分
、
六
百
六
十
四
元
五
十
八
戔
を
領
収
し
た
。
義
和

君（１
）の
学
資
金
五
百
九
十
七
元
二
角
七
分
は
経
費
を
領
収
し
た
後
即
時
支
給
し
、
駐
米
公
館
費
（
２
）を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

事
は
電
報
で
詳
細
を
お
送
り
し
た
。

ご
照
諒
い
た
だ
く
よ
う
再
度
報
告
す
る
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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建
陽
元
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

義
和
君　

高
宗
の
五
男
。
朝
鮮
王
朝
第
二
十
六
代
徳
寿
宮
李
太
王
熙
の
王
子
、
の
ち
の
李

公
。
一
八
九
五
年
十
一
月
頃
に
高
宗
の
命

に
よ
り
「
特
派
大
使
」
と
し
て
来
日
し
、
十
一
月
四
日
に
は
福
沢
邸
に
招
待
を
受
け
て
い
る
。﹇
同
年
十
一
月
三
日
付
大
久
保
文
輔
宛
福
沢

諭
吉
書
簡
、
書
簡
番
号
一
九
八
七
、『
書
簡
集
』
第
八
巻
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
﹈。
そ
の
後
福
沢
諭
吉
は
一
八
九
六
年
一
月
二
十
八
日
（
建

陽
元
年
、
明
治
二
十
九
年
）
付
で
宮
内
府
大
臣
李
載
冤
よ
り
公
文
書
を
受
取
り
、
義
和
君
の
留
学
に
対
し
監
督
を
委
託
さ
れ
た
﹇
慶
應
義

塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。
第
二
十
一
巻
三
七
五
頁
﹈。
し
か
し
義
和
君
は
あ
ま
り
勉
学
に
身
が
入
ら
ず
、
使
途

不
明
の
出
費
も
重
ん
で
、
福
沢
は
留
学
の
成
り
行
き
を
心
配
し
て
い
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
二
月
四
日
付
兪
吉
濬
宛
の
書
簡

で
は
、「
大
君
主
階
下

義
和
君
御
委
托
の
義
、
内
々
之
上
意
」
が
あ
り
、
引
き
受
け
る
つ
も
り
だ
が
、
と
に
か
く
「
宮
之
真
意
」
が
日
本

留
学
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
着
手
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
少
し
は
落
ち
着
い
た
よ
う
だ
が
、
五
月
七
日
付
朴
泳
孝

宛
書
簡
で
も
、
浪
費
が
止
ま
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
後
翌
年
五
月
に
、
突
然
義
和
君
は
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
、
福

沢
は
五
月
二
十
日
付
宮
内
府
大
臣
宛
書
簡
で
、
自
分
は
公
文
を
以
て
「
殿
下
の
授
業
及
ひ
其
経
費
ニ
関
す
る
一
切
監
督
の
事
を
托
さ
れ
た
」

の
で
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
国
政
府
は
責
任
を
も
っ
て
処
す
る
べ
き
だ
と
憤
っ
て
い
る
﹇『
書
簡
集
』
第
八
巻
二
九
八
〜
三
〇
〇
頁
﹈。

（
２
）　

駐
米
公
使
館
費　

未
詳

　

八
、
公
使
館
不
恒
加
額
費
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公
使
館
不
恒
加
額
費

一
百
七
十
元　

□〔
藍
〕川

入
來
時
旅
費
及
公
使
以
下
旅
費
不
足
條

五
百
四
十
九
元
七
十
六
戔　

自
閏
五
月
至
十
一
月
電
費

二
百
元　

馬
二
匹

二
百
十
元　

李
秉
武
學
資
自
閏
五
月
至
十
一
月
每
朔
三
十
元
式

六
十
元　

魚
允
迪
學
資
自
閏
五
月
至
八
月
每
朔
十
五
元

一
百
元　

遊
覧
朝
士
閔
泳
喆
等
入
來
時
參
書
官
及
随
従
神
戸
來
往
旅
費

五
百
六
十
元　

閔
泳
喆
一
行
貸
去
條

七
十
四
元
七
十
五
戔　

遊
覧
朝
士
尹

等
入
來
時
□〔

藍
〕川

神
戸
來
往
費

一
百
五
十
元　

閔
泳
喆
貸
去
條

八
十
八
元
八
十
五
戔　

大
使
入
來
時
公
使
及
□〔

藍
〕川

神
戸
往
返
費

八
十
二
元
八
十
三
戔　

閔
泳
喆
一
行
食
價

二
百
元　

公
使
回
還
盤
費

六
十
元　

遭
艱
學
生
三
人
回
還
旅
費

五
十
元　

義
和
君
行
次
時
山
崎
神
戸
迎
接
費

十
三
元
六
十
戔　

義
和
君
行
次
時
公
使
及
館
員
横
濱
徃
返
費

三
十
五
元　

福
澤
以
下
慶
應
義
塾
諸
教
員
及
士
官
學
校
長

儀
各
種

三
十
八
元　

諸
學
員
及
諸
士
官
一
百
五
十
餘
人

初
餅
羹
等
費

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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合
計
貮
千
六
百
四
拾
貮
圓

拾
九
戔 

＊
数
字
に
重
な
り
、
冒
頭
、
中
央
、
合
計
部
分
の
三
ヶ
所
に
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

公
使
館
臨
時
費
追
加
費
用

百
七
十
元　

□〔
藍
〕川

来
日
時
の
旅
費
及
び
公
使
以
下
旅
費
不
足
分

五
百
四
十
九
元
七
十
六
戔　

閏
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
電
気
代

二
百
元　

馬
二
匹

二
百
十
元　

李
秉
武
（
１
）の
学
資
金　

閏
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
毎
月
三
十
元
ず
つ

六
十
元　

魚
允
迪
（
２
）の
学
資
金　

閏
五
月
か
ら
八
月
ま
で
毎
月
十
五
元
ず
つ

百
元　

遊
覧
朝
士
閔
泳
喆
（
３
）等
来
日
時
参
書
官
及
び
随
従
の
神
戸
往
来
費

五
百
六
十
元　

閔
泳
喆
一
行
に
貸
す

七
十
四
元
七
十
五
戔　

遊
覧
朝
士
尹（
４
）等
来
日
時
、
□〔

藍
〕川

の
神
戸
往
復
費
用

百
五
十
元　

閔
泳
喆
に
貸
す

八
十
八
元
八
十
五
戔　

大
使
来
日
時
、
公
使
及
び
□〔

藍
〕川

の
神
戸
往
復
費
用

八
十
二
元
八
十
三
戔　

閔
泳
喆
一
行
の
食
費

二
百
元　

公
使
帰
還
費
用

六
十
元　

喪
に
遭
っ
た
学
生
三
名
の
帰
還
費
用

五
十
元　

義
和
君
行
啓
の
際
、
迎
接
次
神
戸
に
行
く
山
崎
の
交
通
費

十
三
元
六
十
戔　

義
和
君
行
啓
の
際
、
公
使
及
館
員
の
横
浜
往
復
費
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三
十
五
元　

福
沢
以
下
慶
應
義
塾
の
諸
教
員
及
士
官
学
校
長
へ
の
正
月
贈
り
物
各
種

三
十
八
元　

諸
学
員
及
び
諸
士
官
百
五
十
余
名
に
正
月
の
餅
や
汁
物
等

合
計　

二
千
六
百
四
十
二
円
七
十
九
戔

注（
１
）　

李
秉
武　

一
八
六
四
年
生
ま
れ
。
一
八
九
四
年
義
親
王
（
義
和
君
）
の
随
行
員
と
し
て
渡
日
、
翌
年
陸
軍
士
官
学
校
に
入
学
し
た
﹇
韓

国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
﹈。
陸
軍
步
兵
参
領
、
陸
軍
步
兵
副
領
、
軍
部
大
臣
陸
軍
副
将
を
歴
任
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
２
）　

魚
允
迪　

京
畿
道
豊
徳
府
蓮
洞
出
身
。
一
八
九
四
年
十
一
月
、
二
十
七
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
一
八
九
六
年
日
本
東
京
帝
国
大

学
、
早
稲
田
専
門
学
校
で
修
学
。
帰
国
後
、
度
支
衙
門
主
事
、
平
式
院
総
務
課
長
、
外
部
参
書
官
を
務
め
る
﹇『
官
員
履
歴
』﹈。

（
３
）　

閔
泳
喆　

一
八
六
四
年
京
城
生
ま
れ
。
一
八
八
五
年
科
挙
（
文
科
）
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
一
八
九
五
年
九
月
、
三
十
二
歳
で
慶
應
義
塾

に
入
学
し
た
。
帰
国
後
、
会
計
検
査
総
長
と
秘
書
院
卿
を
兼
任
。
そ
の
後
軍
部
大
臣
、
陸
軍
副
将
、
軍
務
総
長
、
鉄
路
総
裁
を
歴
任
し
た

﹇『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』﹈。

（
４
）　

尹
　

一
八
五
六
年
生
ま
れ
。
一
八
八
五
年
科
挙
（
增
廣
試
丙
科
）
合
格
﹇
譯
科
榜
目
﹈。
翌
年
書
狀
官
に
任
命
さ
れ
、
冬
至
使
趙
秉
式

の
随
行
員
と
し
て
清
国
に
派
遣
さ
れ
た
。
帰
国
後
、
羅
州
府
観
察
使
を
務
め
る
。
一
九
〇
三
年
に
は
特
命
全
権
公
使
と
し
て
米
国
に
派
遣

さ
れ
た
﹇『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』﹈。

　

九
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月
十
四
日
）

　
　

申
呈
第
廿
六
號

申
覆
事

本
月
十
日

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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貴
大
臣
訓
令
内
開

貴
公
館
雇
員
山
崎
英
夫

館
務

周
旋

艱
苦

不
辭

效
勞
既
多

特
別

金
一
百
元

表
賞

該
員

面
給

可
也
等
因

奉
到

該
賞
金
一
百
元

山
崎
英
夫

交
付

該
員

領
収
證

伴
呈

照
諒

伏
祈

　
　
　

建
陽
元
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
廿
六
号

申
覆
す
る
。
本
月
十
日
の

貴
大
臣
訓
令
で
、
貴
公
館
（
在
日
韓
国
公
使
館
）
役
員
山
崎
英
夫
（
１
）が
熱
心
に
館
務
に
取
り
組
み
、
苦
難
を
も
辞
さ
ず
、
既
に
多
く

の
功
労
が
あ
っ
た
。
特
別
に
金
一
百
元
を
も
っ
て
表
賞
す
る
の
で
、
直
接
該
員
（
山
崎
）
に
与
え
る
旨
の
内
容
を
拝
受
し
た
。
そ

の
た
め
該
賞
金
一
百
元
を
山
崎
英
夫
に
渡
し
、
領
収
証
を
一
緒
に
申
呈
す
る
。

照
諒
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

建
陽
元
年
一
月
十
四
日

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

充　

植　

閣　

下
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注（
１
）　

山
崎
英
夫　

一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年
対
馬
国
厳
原
（
現
長
崎
県
対
馬
市
厳
原
町
）
生
ま
れ
、
住
永
私
塾
、
朝
鮮
国
奎
痒
塾
で
朝
鮮
語

学
を
学
び
、
趙
石
勤
に
つ
い
て
朝
鮮
文
学
を
研
究
し
た
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
、
東
京
の
駐
日
朝
鮮
公
使
館
出
仕
、
一
八
九
三

年
に
は
朝
鮮
外
務
専
門
傭
翻
訳
官
と
な
る
。
一
八
九
五
年
慶
應
義
塾
、
一
八
九
七
年
高
等
商
業
学
校
附
属
外
国
語
学
校
教
員
と
な
っ
た
﹇
古

林
亀
治
郎
編
輯
『
明
治
人
名
辞
典
Ⅱ
』
下
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
﹈。
一
八
九
四
年
十
二
月
九
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
に

は
、
福
沢
は
日
韓
親
和
の
た
め
に
は
語
学
が
必
要
と
考
え
、
朝
鮮
公
使
館
通
訳
官
を
聘
し
て
慶
應
義
塾
内
に
朝
鮮
語
学
校
を
創
設
（
同
月

十
一
日
開
校
式
）
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
通
訳
官
が
山
崎
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
留
学
生
受
入
に
関
す
る
庶
務
も
担
い
、
一

八
九
五
年
六
月
十
四
日
開
催
の
第
三
期
第
十
九
回
評
議
員
会
で
は
、
山
崎
に
「
朝
鮮
留
学
生
教
授
」
を
嘱
託
し
、
週
二
十
四
時
間
勤
務
で
、

一
か
月
五
十
円
支
払
う
こ
と
が
可
決
さ
れ
て
い
る
（
後
掲
Ⅱ
章
参
照
）。

　

十
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
一
月
廿
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月
二
十
四
日
）

　
　

申
呈
第
廿
七
號

申
呈
事

本
月
二
十
三
日

義
和
君

本
代
理
公
使

下
嘱

我

學
資

每
年
五
千
圓

區
劃

無

用
處

急

公
使

權
利

壹
千
圓

銀
行

借
用

縁
由

政
府

詳
報

得
已

壹
千
圓

第
一
國
立
銀
行

借
得

卽
地
送
納

此

據

度
支
部

轉
照

五
千
圓
中
一
千
圓

本
公
館

劃
交

卽
爲
償
清

爲

要

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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建
陽
元
年
一
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
廿
七
号

申
呈
す
る
。
本
月
二
十
三
日
に

義
和
君
が
本
代
理
公
使
に
命
令
す
る
に
、
我
（
義
和
君
）
が
学
資
費
は
毎
年
五
千
元
だ
が
、
ま
だ
支
給
日
は
遠
く
、（
し
か
し
）
急

な
入
用
が
生
じ
た
た
め
、
公
使
の
権
限
で
一
千
円
だ
け
銀
行
か
ら
借
用
し
て
も
ら
い
（
１
）、
理
由
は
政
府
に
詳
し
く
報
告
す
る
よ
う
に

す
る
。
止
む
を
得
ず
余
儀
な
く
一
千
円
を
第
一
国
立
銀
行
か
ら
借
り
て
渡
し
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
度
支
部
に
転
照
さ
れ
、（
学
資

金
）
五
千
円
の
内
一
千
円
は
本
公
館
に
支
給
し
て
す
ぐ
に
清
算
が
で
き
る
よ
う
に
願
う
。

　
　
　

建
陽
元
年
一
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

充　

植　

閣　

下

注（
１
）　

銀
行
か
ら
借
用　

前
掲
の
よ
う
に
福
沢
諭
吉
の
書
簡
か
ら
は
、
し
ば
し
ば
義
和
君
の
金
遣
い
の
荒
さ
が
窺
わ
れ
る
。
一
八
九
六
（
明
治

二
十
九
）
年
二
月
四
日
付
兪
吉
濬
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
義
和
君
は
一
八
九
五
年
中
に
す
で
に
三
井
か
ら
三
千
円
を
借
用
し
、
だ
が
そ
れ
を
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三
か
月
程
で
使
い
尽
く
し
て
、「
其
後
公
使
館
ヲ
攻
メ
テ
千
円
ヲ
借
用
シ
、
之
ヲ
懐
中
シ
テ
今
ハ
此
金
ヲ
使
用
中
ナ
リ
」
と
あ
る
﹇『
書
簡

集
』
第
八
巻
一
五
三
頁
﹈。
こ
の
「
一
千
円
」
に
あ
た
る
か
。

　

十
一
、
外
部
大
臣
金
允
植
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
二
月
七
日
（
一
八
九
六
年
二
月
七
日
）

　
　

申
覆
第
三
十
號

申
覆
事

上
月
三
十
日
奉
到

貴
大
臣
訓
令
内
開
前
月

因
病
回
國

姜
龍
甲

今
欲
就
學
於
教
導
團

趙
宅
顕
等
六
人

日
本

留
學

注
意

其
學
資

慶
應
義
塾

支
給

等
因

該
塾

説
明

日
本
塾

約
條
第
三
條

據

該
姜
龍
甲

普

通
科

卒
業

認
定

他
専
科
學
校

赴
學

可

學
資

支
給

且
本
塾

入
學

者
外

學
資

支
給

該
人
等

期

陸
軍
學
業

請
願

本
代
理
公
使

權
力

士
官
學
校

就
學

非
難

學
費

區
別

徑
先

入
學

至
干
今
旅
舎

滞
留

資
糧

缺
乏

召

□
如
山

日

來

其
如
何
處
辨

趕
速

訓
示

伏
祈

　
　
　

建
陽
元
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　

駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印 

＊
本
文
末
尾
三
行
お
よ
び
発
信
年
月
に
重
な
り
、
さ
ら
に
一
ヵ
所
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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申
覆
（
１
）第
三
十
号

申
覆
す
る
。
先
月
三
十
日
に
拝
受
し
た

貴
大
臣
訓
令
に
よ
る
と
、
先
月
病
気
で
帰
国
し
た
姜
龍
甲
が
今
教
導
団（２
）に
就
学
を
望
み
、
趙
宅
顕
（
３
）等
六
名
は
日
本
留
学
を
願
っ
て

い
て
、
そ
の
学
費
は
慶
應
義
塾
か
ら
支
給
す
る
と
の
旨
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
を
該
塾
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
本
塾
（
慶
應
義
塾
）

は
約
条
（
４
）第
三
条
に
準
拠
し
姜
龍
甲
は
普
通
科
を
卒
業
し
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
他
の
専
科
学
校
へ
進
学
す
る
こ

と
を
許
可
で
き
な
い
、
従
っ
て
学
費
の
支
給
は
し
な
い
、
且
つ
本
塾
に
入
学
す
る
者
以
外
に
は
学
資
（
金
）
の
支
給
が
出
来
な
い

と
言
う
。
該
人
（
趙
宅
顕
等
）
は
繰
り
返
し
陸
軍
学
業
を
請
願
し
て
い
る
。
本
代
理
公
使
の
権
限
で
士
官
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ

と
は
難
し
く
な
い
が
、
学
費
の
調
達
が
難
し
く
、
た
だ
ち
に
入
学
す
る
道
は
な
い
。（
趙
宅
顕
等
は
）
今
旅
館
に
滞
留
し
て
い
る
が

旅
費
や
食
糧
が
欠
乏
し
て
お
り
、（
切
に
返
信
を
待
っ
て
い
る
の
で
）
こ
の
事
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
迅
速
に

訓
示
く
だ
さ
る
よ
う
願
う
。

　
　
　

建
陽
元
年
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

申
覆　

前
掲
六
、
七
、
九
の
文
書
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
「
申
呈
」
で
は
な
く
、「
申
覆
」
第
三
十
号
と
あ
る
。

（
２
）　

教
導
団　

陸
軍
省
が
設
置
し
た
陸
軍
下
士
養
成
機
関
。

（
３
）　

趙
宅
顕　

生
年
は
未
詳
。
士
官
学
校
を
卒
業
し
﹇
駐
韓
日
本
公
使
館
記
錄
十
七
巻
﹈、
日
本
留
学
中
の
一
九
〇
〇
年
に
兪
吉
濬
・
李
謙
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濟
・
李
範
来
等
と
歃
血
同
盟
を
結
び
、
皇
帝
と
皇
太
子
を
廃
し
て
兪
吉
濬·

趙
義
淵
等
を
中
心
と
す
る
新
政
府
樹
立
を
企
て
た
が
、
実
行
前

に
発
覚
。
逮
捕
さ
れ
、
一
九
〇
四
年
三
月
十
日
処
刑
さ
れ
た
﹇
高
宗
時
代
史
六
集
、
光
武
八
年
三
月
十
日
﹈。

（
４
）　

約
条　

一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
に
、
朝
鮮
政
府
と
慶
應
義
塾
と
の
間
結
ば
れ
た
留
学
生
関
連
契
約
の
こ
と
。
全
十
五
条
。
前
掲

一
注
（
10
）
参
照
。

参
考　

第
三
条

慶
應
義
塾
は
朝
鮮
国
学
部
衙
門
留
学
生
と
し
て
同
塾
を
卒
業
せ
し
め
、
或
は
同
塾
を
卒
業
せ
ざ
る
も
普
通
の
学
科
を
修
得
し
た
る
者
と
認

む
る
時
は
、
更
に
其
性
状
才
智
を
詳
悉
し
、
前
条
学
部
衙
門
大
臣
よ
り
の
指
定
に
照
ら
し
、
之
を
参
酌
し
た
る
上
、
専
攻
学
業
を
修
得
せ

し
む
る
為
め
官
立
、
公
立
、
私
立
学
校
に
入
校
せ
し
め
、
或
は
実
地
を
習
練
せ
し
む
る
為
め
適
応
の
手
続
を
為
す
事
﹇『
百
年
史
』
中
巻
前

一
四
八
〜
一
四
九
頁
﹈。

　

十
二
、
外
部
大
臣
李
完
用
宛
駐
日
特
命
全
権
公
使
李
台
稙
差
出

　
　

建
陽
元
年
二
月
二
十
五
日
（
一
八
九
六
年
二
月
二
十
五
日
）

　
　

申
呈
第
三
十
二
號

申
呈
事

本
國
士
官
生
徒
李
煕
斗
白
鶴
露
朴
羲
秉
朴
荘
和

上
年
九
月

軍
部
電
飭

據

士
官
學
校

入
學

崔
炳

台
張
明
根

慶
應
義
塾

普
通
科
卒
業

後
本
年
一
月

士
官
學
校

就
學

上
項
六
人

學
費
一
事

度
申

報

至
今

區
劃

無

廢
工

上
項
六
人

入
學

時

乘
馬
袴
長
靴
畫
學
機
械
等
新
備
條

每
名
下

三
十
元
式

該
學
校

先
爲
辦
給

此
由

度
支
部

轉
照

上
項
六
人
月
費

計
其
朔
數

這

支
撥

機
械
等
新
備

所
費

一
体
撥
給

要

　
　
　

建
陽
元
年
二
月
二
十
五
日

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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駐

日
本
代
理
公
使
李
台
稙
印

外　

部　

大　

臣　

李　

完　

用　

閣　

下

　
　
　
　

印

　
　

申
呈
第
三
十
二
号

申
呈
す
る
。
本
国
士
官
生
徒
李
煕
斗
、
白
鶴
露
（
１
）、
朴
義
秉
、
朴
荘
和
は
昨
年
九
月
の
軍
部
の
電
報
に
拠
し
て
士
官
学
校
に
入
学
し
、

ま
た
崔
炳
台
（
２
）、
張
明
根
は
慶
應
義
塾
の
普
通
科
（
３
）を
卒
業
し
た
後
、
今
年
一
月
か
ら
士
官
学
校
に
就
学
し
た
。
上
記
六
名
の
学
費
の

事
で
繰
り
返
し
申
し
上
げ
た
が
、
今
に
至
る
ま
で
返
信
が
な
い
た
め
、
将
来
退
学
に
な
り
兼
ね
な
い
。
ま
た
上
記
六
名
が
入
学
す

る
際
に
乗
馬
袴
、
長
靴
、
画
学
、
機
械
等
の
備
え
に
か
か
っ
た
費
用
は
一
人
当
た
り
三
十
元
ず
つ
で
あ
っ
た
が
、
該
学
校
（
慶
應

義
塾
）
が
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
由
を
度
支
部（４
）に
転
照
し
、
六
名
の
こ
れ
ま
で
の
月
謝
及
び
折
々
に
生
じ

る
機
材
代
等
の
一
括
支
払
を
求
め
る
。

　
　
　

建
陽
元
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　

駐
日
本
代
理
公
使
李
台
稙

外　

部　

大　

臣　

金　

允　

植　

閣　

下

注（
１
）　

白
鶴
露　

未
詳
。
前
掲
三
に
も
名
前
が
見
え
る
。

（
２
）　

崔
炳
台　

京
畿
道
麻
田
郡
声
谷
洞
出
身
。
崔
景
模
長
男
。
一
八
九
五
年
六
月
、
二
十
五
歳
で
慶
應
義
塾
に
入
学
し
た
。
卒
業
後
は
成
城
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学
校
に
進
学
。
一
九
一
九
年
三
月
十
四
日
、
全
州
で
独
立
万
歳
運
動
に
参
加
し
た
。﹇
韓
国
近
代
歴
史
統
合
シ
ス
テ
ム
﹈

（
３
）　

普
通
科　

初
等
か
ら
中
等
教
育
を
担
い
、
当
時
は
普
通
科
卒
業
を
も
っ
て
慶
應
義
塾
卒
業
と
な
っ
た
。
前
掲
四
注
（
10
）
参
照
。

（
４
）　

度
支
部　

旧
度
支
衙
門
。
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
の
第
一
次
乙
未
改
革
に
よ
っ
て
、
八
衙
門
か
ら
七
部
に
編
成
替
え
と
な
り
、

度
支
部
と
改
称
さ
れ
た
。
度
支
衙
門
は
全
国
財
政
の
量
計
・
出
納
・
租
税
・
国
債
及
び
貨
幣
等
一
切
事
宜
を
総
括
し
、
各
地
方
の
財
務
を

監
督
し
た
。﹇
朴
志
泰
編
著
『
大
韓
帝
國
期
政
策
史
資
料
集
政
治
編
』
先
人
文
化
社　

一
九
九
九
年　

六
頁
﹈

　
　
　
　
　
　

Ⅱ　

評
議
員
会
議
事
録
抜
粋

　

一
、
明
治
弐
拾
八
年
四
月
拾
弐
日
第
参
期
第
拾
七
回
評
議
員
会

本
会
決
議

第
壱　

留
学
生
派
遣
ノ
件
ニ
関
シ
、
朝
鮮
国
学
務
衙
門
大
臣
ト
本
塾
ト
ノ
間
ニ
締
結
ス
ベ
キ
契
約
書
ノ
件　

但
シ
契
約
書
草
案

ハ　

別
ニ
保
存
ス

　
　
　

本
項
草
案
可
決
ノ
上
、
直
チ
ニ
左
ノ
電
報
ヲ
在
京
城
ノ
高
見
亀
氏
へ
向
ケ
発
ス

送
付
ノ
契
約
総
テ
承
認
ス　

併
シ
入
学
ノ
時
ニ
限
リ
事
修
金
夜
具
及
諸
道
具
買
入
レ
ノ
タ
メ
、
壱
人
ニ
付
別
ニ
金
弐

拾
円
ヲ
要
ス
委
細
郵
便

　
　

本
項
可
決

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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本
会
出
席

小
幡
篤
次
郎
君　

門
野
幾
之
進
君　

浜
野
定
四
郎
君　

益
田
英
次
君　

鎌
田
栄
吉
君　

坂
田
実
君　

福
沢
一
太
郎
君　

福
沢
捨

次
郎
君

　

二
、
明
治
弐
拾
八
年
五
月
拾
五
日
第
参
期
第
拾
八
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
壱　

慶
應
義
塾
朝
鮮
留
学
生
学
則　

但
シ
草
稿
ハ
別
ニ
保
存
ス

　
　
　

本
項
可
決

本
会
出
席

小
幡
篤
次
郎
君　

門
野
幾
之
進
君　

益
田
英
次
君　

浜
野
定
四
郎
君　

波
多
野
承
五
郎
君　

阿
部
泰
蔵
君　

森
下
岩
楠
君　

鎌

田
栄
吉
君　

福
沢
捨
次
郎
君

　

三
、
明
治
弐
拾
八
年
六
月
拾
四
日
第
参
期
第
拾
九
回
評
議
員
会

本
会
決
議

第
三　

朝
鮮
留
学
生
教
授
ヲ
、
山
崎
英
夫
氏
壱
週
廿
四
時
間
一
ヶ
月
金
五
拾
円
ニ
、
馬
場
丈
太
郎
氏
壱
週
廿
四
時
間
一
ヶ
月
金
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拾
五
円
ニ
、
雨
山
達
也
氏
壱
週
六
時
間
一
ヶ
月
金
五
円
ニ
嘱
託
ノ
件

　
　

本
項
可
決

第
四　

朝
鮮
留
学
生
ニ
関
ス
ル
金
銭
出
納
方
ヲ
、
中
村
利
器
太
郎
氏
ヘ
一
ヶ
月
金
五
円
ニ
テ
嘱
託
ノ
件

　
　

本
項
可
決

第
五　

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
監
ヲ
村
上
守
倫
、
槙
哲
ノ
両
氏
ニ
嘱
託
シ
、
一
ヶ
月
金
廿
五
円
ツ
ヽ
給
ス
ル
コ
ト

　
　

本
項
可
決

第
六　

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
受
附
壱
名
月
給
五
円
、
塾
僕
弐
名
月
給
各
五
円
五
十
銭
ツ
ヽ
ニ
テ
雇
入
ノ
コ
ト

　
　

本
項
可
決

本
会
報
告

　

第
壱　

槙
哲
氏
、
大
学
部
学
資
募
集
掛
及
教
場
取
締
辞
任
ノ
コ
ト

本
会
出
席

小
幡
篤
次
郎
君　

森
下
岩
楠
君　

浜
野
定
四
郎
君　

福
沢
一
太
郎
君　

益
田
英
次
君　

門
野
幾
之
進
君　

鎌
田
栄
吉
君　

坂
田

実
君　

岡
本
貞
烋
君

　

四
、
明
治
弐
拾
八
年
七
月
拾
五
日
第
参
期
第
弐
拾
回
評
議
員
会

本
会
決
議
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第
三　

朝
鮮
留
学
生
教
授
ヲ
左
ノ
両
氏
へ
嘱
托
ノ
コ
ト

　
　
　
　
　
　

庄
原
虎
之
進
君　

壱
週
六
時
間　

壱
ヶ
月
金
五
円

　
　
　
　
　
　

井
手
佐
三
郎
君　
　

同
上　
　
　
　

同
上

　
　
　

本
項
可
決

追
加
決
議

　

第
壱　

朝
鮮
留
学
生
ニ
関
ス
ル
契
約
等
ニ
付
朝
鮮
政
府
ト
会
議
ス
ル
タ
メ
、
鎌
田
栄
吉
君
ヲ
朝
鮮
京
城
へ
派
遣
ノ
コ
ト

　
　
　

本
項
可
決

本
会
出
席

　

門
野
君　

森
下
君　

坂
田
君　

伊
藤
君　

浜
野
君　

益
田
君　

福
沢
一
太
郎
君

　

五
、
明
治
弐
拾
八
年
九
月
拾
九
日
第
参
期
第
弐
拾
壱
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
壱　

普
通
部
教
員
井
手
佐
三
郎
君
月
給
拾
円
ヲ
増
シ
四
十
円
ニ
、
神
戸
寅
次
郎
君
月
給
五
円
ヲ
増
シ
廿
円
ト
ナ
ス
コ
ト

　
　
　

本
項
可
決

本
会
出
席
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小
幡
君　

波
多
野
君　

伊
藤
君　

阿
部
君　

益
田
君　

坂
田
君　

門
野
君　

浜
野
君　

福
沢
両
君

　

六
、
明
治
弐
拾
八
年
十
月
拾
五
日
第
参
期
第
弐
拾
弐
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
壱　

鎌
田
栄
吉
君
塾
用
渡
韓
謝
礼
ト
シ
テ
、
金
弐
百
円
ヲ
贈
ル
ノ
件

　
　
　

本
項
可
決

本
会
出
席

小
幡
君　

岡
本
君　

森
下
君　

門
野
君　

益
田
君　

浜
野
君　

鎌
田
君　

坂
田
君　

波
多
野
君

　

七
、
明
治
廿
八
年
十
一
月
廿
六
日
第
四
期
第
壱
回
評
議
員
会

本
会
議
決

　

第
壱　

普
通
部
教
師
雨
山
達
也
君
延
岡
亮
天
社
へ
赴
任
ニ
付
、
高
木
勤
君
へ
教
授
ヲ
嘱
托
シ
月
給
金
拾
五
円
給
与
ノ
件

　
　
　

以
上
（
略
）
可
決

本
会
出
席

小
幡
篤
次
郎
君　

阿
部
泰
蔵
君　

門
野
幾
之
進
君　

森
下
岩
楠
君　

波
多
野
承
五
郎
君　

岡
本
貞
烋
君　

中
上
川
彦
次
郎
君　
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坂
田
実
君　

鎌
田
栄
吉
君　

浜
野
定
四
郎
君　

箕
浦
勝
人
君　

益
田
英
次
君　

伊
藤
欽
亮
君　

福
沢
捨
次
郎
君

　

八
、
明
治
廿
八
年
拾
弐
月
拾
七
日
第
四
期
第
弐
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
五　

朝
鮮
留
学
生
監
督
上
ノ
報
酬
ハ
、
適
宜
ノ
処
方
ヲ
塾
長
へ
依
託
ア
リ
タ
キ
事

　
　
　

本
項
依
託
ス
ル
コ
ト
ニ
決
ス

本
会
出
席

　

小
幡
篤
次
郎
君　

坂
田
実
君　

阿
部
泰
蔵
君　

鎌
田
栄
吉
君　

門
野
幾
之
進
君　

益
田
英
次
君　

福
沢
一
太
郎
君

　

九
、
明
治
廿
九
年
弐
月
拾
四
日
第
四
期
第
四
回
評
議
員
会

本
会
報
告

　

第
弐　

普
通
部
教
師
高
木
勤
氏
辞
任
ノ
件

本
会
出
席

　

小
幡
君　

阿
部
君　

浜
野
君　

鎌
田
君　

森
下
君　

福
沢
一
太
郎
君　

波
多
野
君　

益
田
君　

坂
田
君
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十
、
明
治
廿
九
年
四
月
拾
五
日
第
四
期
第
五
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
弐　

東
堪
也
氏
ヘ
朝
鮮
寄
宿
舎

監
補
助
ヲ
嘱
托
シ
、
拾
五
円
給
与
ノ
コ
ト

　

第
四　

朝
鮮
寄
宿
舎

監
村
上
守
倫
氏
、
月
給
廿
五
円
ノ
処
拾
円
増
給
ノ
コ
ト

　

第
五　

槙
哲
氏
辞
任
ニ
付
、
数
年
間
塾
務
ニ
従
事
シ
タ
ル
廉
ヲ
以
テ
、
手
当
ト
シ
テ
五
拾
円
増
与
ノ
コ
ト

　
　
　
　

但
シ
朝
鮮
勘
定
ヨ
リ
三
十
円
、
普
通
部
ヨ
リ
弐
拾
円
支
出
ノ
コ
ト

本
会
報
告

　

第
壱　

普
通
部
教
師
丹
幸
馬
、
朝
鮮
学
生
教
師
山
田
孝
道
、
朝
鮮
寄
宿
舎

監
槙
哲
ノ
三
氏
辞
任
ノ
コ
ト

本
会
出
席

　

小
幡
君　

益
田
君　

森
下
君　

箕
浦
君　

福
沢
一
太
郎
君　

坂
田
君　

門
野
君

　

十
一
、
明
治
廿
九
年
五
月
拾
五
日
第
四
期
第
六
回
評
議
員
会

本
会
決
議
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第
壱　

予
科
作
文
是
迄
隔
週
執
行
ノ
処
自
今
之
ヲ
毎
週
執
行
シ
、
其
当
日
ハ
受
持
教
員
佐
藤
寛
、
赤
尾
戒
三
、
馬
場
丈
太
郎
ノ

三
氏
出
席
作
文
法
ヲ
教
授
ス
ル
コ
ト
致
シ
候
ニ
付
、
月
給
十
五
円
ツ
ヽ
ノ
処
弐
円
ツ
ヽ
増
給
ノ
コ
ト

本
会
出
席

　

小
幡
君　

益
田
君　

浜
野
君　

門
野
君　

坂
田
君　

福
沢
一
太
郎
君　

森
下
君　

　

十
二
、
明
治
廿
九
年
六
月
拾
五
日
第
四
期
第
七
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
弐　

朝
鮮
人
寄
宿
舎
々
監
村
上
守
倫
氏
辞
任
ニ
付
、
金
三
拾
円
ヲ
贈
ル
コ
ト　

　
　
　

本
項
可
決

　

第
三　

同
氏
後
任
ヲ
東
堪
也
氏
へ
嘱
托
シ
、
月
給
十
五
円
ヲ
拾
八
円
ニ
増
額
ノ
コ
ト

　
　
　

本
項
可
決

第
六　

朝
鮮
留
学
生
処
方
ノ
儀
ハ
、
本
日
中
ヲ
期
シ
朝
鮮
公
使
館
へ
学
資
金
ヲ
請
求
シ
、
若
シ
送
金
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
学
生
不
残

同
公
使
館
ヘ
送
リ
附
ル
コ
ト　

尚
此
旨
我
外
務
省
ヘ
モ
照
会
シ
、
其
意
向
ヲ
問
合
ス
コ
ト

本
会
報
告
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第
壱　

村
上
守
倫
氏
辞
任
ノ
コ
ト

本
会
出
席

小
幡
君　

箕
浦
君　

渡
辺
君　

森
下
君　

阿
部
君　

伊
藤
君　

浜
野
君　

益
田
君　

坂
田
君　

永
田
君　

門
野
君　

福
沢
一
太

郎
君

　

十
三
、
明
治
廿
九
年
九
月
十
五
日
第
四
期
第
九
回
評
議
員
会

本
会
決
議

　

第
七　

中
村
利
器
太
郎
氏
辞
任
ニ
付
、
数
年
間
塾
務
ニ
従
事
シ
タ
ル
廉
ヲ
以
テ
、
手
当
ト
シ
テ
廿
五
円
ヲ
贈
ル
コ
ト

　
　
　

以
上
（
略
）
可
決

本
会
出
席

　

小
幡
君　

福
沢
一
太
郎
君　

箕
浦
君　

伊
藤
君　

渡
辺
君　

益
田
君　

波
多
野
君　

坂
田
君　

門
野
君　

浜
野
君

　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
に
て
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
た
、「
駐
日
來
去
案
」
に
記
さ
れ
た
留
学
生
た
ち
の
消
息
か
ら
は
、
留
学
生
活
が
容
易
で
は

明治期慶應義塾への朝鮮留学生 (二)
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な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
健
康
上
の
理
由
か
ら
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
学
生
も
、
ま
た
留
学
生
活
を
遂
行
す
る
に
は
勤

勉
さ
に
欠
け
る
学
生
が
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

一
方
で
後
掲
表
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
評
議
員
会
議
事
録
に
見
ら
れ
る
教
員
の
採
用
状
況
か
ら
は
、
留
学
生
た
ち
は
普
通
科
の

学
生
同
等
の
学
習
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
日
本
語
能
力
の
高
か
っ
た
者
は
、
Ⅰ
四
の
「
申
呈
第

二
十
一
号
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
六
、
七
か
月
と
い
う
短
期
で
普
通
科
を
卒
業
し
、
他
校
な
ど
へ
進
学
し
て
い
っ
た
こ
と
も
知

れ
る
。

　

次
号
以
降
に
お
い
て
、
更
に
個
々
の
学
生
の
動
向
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
な
お
本
稿
作
成
に
あ
た
っ

て
は
、
原
文
の
読
み
下
し
に
際
し
金
文
京
氏
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
鶴
見
大
学
教
授
）
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
ま
た
王
賢

鍾
氏
（
延
世
大
学
校
准
教
授
）、
具
知
會
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

役
職

氏
名

時
間
数

給
与

赴
任
時
期

備
考

朝
鮮
留
学
生
教
授

山
崎
英
夫

公
使
館
通
訳

週
24
時
間

月
給
50
円

28
年
６
月
〜

朝
鮮
留
学
生
教
授

馬
場
丈
太
郎

普
通
部
教
員

週
24
時
間

月
給
15
円

28
年
６
月
〜

朝
鮮
留
学
生
教
授

雨
山
達
也

普
通
部
教
員

週
６
時
間

月
給
５
円

28
年
６
月
〜

11
月
亮
天
社
へ
転
任

朝
鮮
留
学
生
に
関
す
る
金
銭
出
納
方

中
村
利
器
太
郎

普
通
部
会
計
係

月
給
５
円

28
年
６
月
〜

29
年
９
月
辞
任　

数
年
間
の
塾
務
に

対
し
25
円
を
贈
る

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
監

村
上
守
倫

月
給
25
円

28
年
６
月
〜

29
年
４
月
〜
10
円
増
給　

６
月
辞
任

30
円
贈
る

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
監

槙
哲

月
給
25
円

28
年
６
月
〜

29
年
４
月
辞
任
に
つ
き
朝
鮮
勘
定
よ

り
30
円
、
普
通
部
よ
り
20
円
計
50
円

贈
る

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
受
付　

１
名

月
給
５
円

28
年
６
月
〜
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朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
塾
僕　

２
名

月
給
各
５
円
50
銭

28
年
６
月
〜

朝
鮮
留
学
生
教
授

庄
原
虎
之
進

普
通
部
教
員

週
６
時
間

月
給
５
円

28
年
７
月
〜

朝
鮮
留
学
生
教
授

井
手
佐
三
郎

普
通
部
教
員

週
６
時
間

月
給
５
円

28
年
７
月
〜

28
年
９
月
か
ら
月
給
10
円
増
し
40
円

と
あ
る
。
普
通
部
教
員
給
与
と
の
合

算
か
。

朝
鮮
留
学
生
寄
宿
舎
監
補
助

東
堪
也

月
給
15
円

29
年
４
月
〜

６
月
〜
月
給
18
円
に
増
額
（
村
上
後

任
）

朝
鮮
学
生
教
師

山
田
孝
道

29
年
4
月
辞
任
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